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鈴鹿鈴鹿

　５月臨時会を15日・16日に行い、今年度の議会体制が決

まりました。また、専決処分の承認についてなど議案５件

が市長から提出され、採決の結果、それぞれ原案どおり

可決しました。

市議会の新役員決定！市議会の新役員決定！市議会の新役員決定！

第 7 5 代 議 長 副 議 長 監 査 委 員（ 議 会 選 出 ）

野間　芳実（５期目）

常任委員会
議案や請願などを詳しく審査・調査するための委員会議案や請願などを詳しく審査・調査するための委員会

第６８代議長

議会運営委員会委員長

議会改革特別委員会委員長

文教環境委員会委員長

などを歴任

池上　茂樹（３期目）

監査委員

総務委員会委員長

予算決算委員会委員長

などを歴任

山口　善之（２期目）

議会運営委員会副委員長

総務委員会副委員長

生活福祉委員会副委員長

などを歴任

総 務 委 員 会

文 教 環 境 委 員 会

地 域 福 祉 委 員 会

産 業 建 設 委 員 会

予 算 決 算 委 員 会

大杉　吉包

大窪　　博 

橋詰　圭一

伊東　良司

中西　大輔

平畑　　武

池上　茂樹

矢野　仁志

◎

○

石田　秀三

森田　英治 

平野　泰治

後藤　光雄

宮木　　健

大西　克美

山口　善之

薮田　啓介

◎

○

市川　哲夫

明石　孝利

森川ヤスエ

藤浪　清司

森　喜代造

板倉　　操

森　　雅之

今井　俊郎

◎

○

原田　勝二

船間　涼子 

山中　智博

中村　　浩

永戸　孝之

水谷　　進

宮本　正一◎

○

森　喜代造

平畑　　武 

◎

○

※議長・副議長・監査委員を除く全議員（29名）を

　もって構成する    

    

（◎＝委員長　○＝副委員長　他は議席順）

（◎＝委員長　○＝副委員長　他は議席順）議会運営委員会 議会が円滑に運営できるよう、会議の進め方などを協議するための委員会

議 会 運 営 委 員 会
◎

○

矢野　仁志 

宮本　正一 

石田　秀三

森田　英治

森　喜代造

後藤　光雄

藤浪　清司

今井　俊郎

危機管理・政策経営・総務・会計・消防・
選挙管理・監査について所管しています

教育・文化スポーツ・環境
について所管しています

地域振興・子ども政策・健康福祉
について所管しています

産業振興・土木・都市整備・上下水道
について所管しています

予算・決算について所管しています



議案第２６号

議案第２７号

議案第２８号

議案第２９号

議案第３０号

◆傍聴できる会議　本会議・常任委員会・議会運営委員会・全員協議会・

　　　　　　　　　各派代表者会議・広報広聴会議・議会だより編集会議

◆会 議 開 催 予 定　市議会のホームページや市役所の掲示板などでお知ら

　　　　　　　　　せします。

本会議の全日程を、ＣＮＳテレビ（デジ

タル122ch）で生放送します。放送時間

は､ 午前10時（開会時間）から会議の終

了までとなります。ぜひご覧ください。 

〔平成29年5月16日現在〕5月臨時会議決一覧

会派等構成員一覧
（◎＝会派代表者）

市議会傍聴のご案内 テレビ中継のお知らせ

緑 風 会

リベラル鈴鹿

鈴 鹿 の 風

公 明 党

日本共産党

無 所 属

無 所 属

池上　茂樹藤浪　清司
船間　涼子

野間　芳実（議長）

森　喜代造
矢野　仁志
森　　雅之

原田　勝二
宮木　　健
山中　智博

大杉　吉包
薮田　啓介
宮本　正一

今井　俊郎
山口　善之
平畑　　武

中西　大輔
永戸　孝之
平野　泰治

後藤　光雄
明石　孝利

板倉　　操
森田　英治
伊東　良司

水谷　　進
大窪　　博

石田　秀三
橋詰　圭一

森川ヤスエ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎大西　克美

中村　　浩

市川　哲夫

市長に提言書を提出

「戦略的なマネジメント体制の確立」

自由民主党
鈴鹿市議団

※日時が変更になる場合がありますので、事前に
議会事務局へご確認ください。

■発行/鈴鹿市議会■編集/鈴鹿市議会議会だより編集会議

三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 TEL:059-382-7600　mail :giji@city.suzuka.lg.jp

市議会の詳しい情報は鈴鹿市議会のホームページをご覧ください

検索鈴鹿市議会 http://www.city.suzuka.lg.jp/gikai/

全会一致で可決した議案

専決処分の承認について

専決処分の承認について

　学校施設等をはじめ、老朽化する公共施設の更新

には多額の経費が必要です。本市が将来にわたって

市民に必要なサービスを提供するためには、公共施

設マネジメントの新しいあり方が必要であると考え、

「公共施設マネジメントに係る政策提言書」を、平

成29年５月12日に正副議長と各会派代表者等から市

長へ提出しました。

鈴鹿市個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例の
一部改正について

鈴鹿市個人情報保護条例の一部

改正について

鈴鹿市監査委員の選任同意につ

いて

※提言書一部抜粋

諸派（市民クラブ）

地方税法や航空機燃料譲与税法の一部改正

に伴い、軽自動車税のグリーン化特例の延

長などを改正する専決処分を行ったことに

ついて承認を求めるもの

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を

定める政令の一部改正に伴い、扶養親族加

算額や加算対象区分を改正する専決処分を

行ったことについて承認を求めるもの

　これからの公共施設マネジメントは、魅

力あるサービスを維持しつつライフサイク

ルコストを軽減したマネジメント体制が必

要となり、各部局を横断した戦略的で中長

期的な公共施設の最適化のためのマネジメ

ントに転換することが重要である。そのた

めには、「マネジメントの共通ルールの策

定」「公共施設データの一元管理」「全体を

統制するための職員や専門の部署」を構築

する必要がある。そして、これらを基盤と

した、戦略的で新しい公共施設マネジメン

トを着実に実行していくためには、市長の

リーダーシップに基づき新たな推進体制の

構築が必要不可欠である。
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